
労働者側 　第１回提示額　：　975円(＋32円引上げ)

労働者側 　第２回提示額　：　974円(＋31円引上げ)

使用者側   第１回提示額　:   948円(＋５円引上げ)

　　　　　　　　　

使用者側   第２回提示額　:   957円(＋14円引上げ)

香川地方最低賃金審議会

第２回　香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用　

　　　　　　　　　　　機械器具製造業最低賃金専門部会議事要旨

　

開　　催　　日　　時 令和３年10月５日　13時30分～14時42分

開　　催　　場　　所 香川労働局　第１会議室

出　　席　　状　　況

公益を代表する委員 出席３人 定数３人

労働者を代表する委員 出席３人 定数３人

使用者を代表する委員 出席３人 定数３人

主　　要　　議　　題
１　香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械
　器具製造業最低賃金について（金額審議）

 ２　労働者側、使用者側の金額提示、根拠

根拠：①香川県製造業新規高卒の平均所定内給与額174,800円を時間額に換算すると
1,006円となり、現行の最賃額（943円）との差63円を２年で解消すること、②船舶と機
械は、ともに鉄工・金属加工等の業務が中心であるが、船舶の最低賃金との格差13円を
解消すること。

議　　事　　要　　旨

 １　主な審議事項

　　①　労使各側より金額改正に関する意見書について補足説明がなされた。

　　②　事務局より最低賃金に関する基礎調査結果について説明した。

　　③　香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金額につい

　　　て、労働者側、使用者側より金額提示がなされ、金額の根拠等について説明がなされた。

　労働者側、使用者側共に歩み寄りの様子がうかがえないため、次回の専門部会までに双
方に再考を促し、引き続き審議することとなった。
  第３回専門部会は、令和３年10月11日15時15分から開催することを確認した。

根拠：地賃引上げ額28円を意識せざるを得ないが、歩み寄りを考慮して、第１回提示額
を１円引き下げて31円。

根拠：現行の特定最低賃金額943円に、第４表①Ｃランク産業計の賃金上昇率0.5％を乗
じて、943×0.005＝4.715（円未満切上げ）→５円

根拠：現行の特定最低賃金額943円に、第４表①Ｃランク製造業の賃金上昇率1.4％を乗
じて、943×0.014＝13.202（円未満切上げ）→14円


